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２　　市税の滞納がないこと。また、本市において納付状況の調査を行うこと。

３　　申請書の内容を確認するために、本市から検査等の求めがあった場合は、これに応じ
　　ること。

４　　提出する書類等は、返却を求めないこと。

１　　「申請の手引き」の内容を確認し、本補助金の支給要件を全て満たしていること。
　　また、申請書類の記載事項及び添付書類等の内容は真正であること。虚偽・錯誤等に
　　より支給要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金の返還等に応じること。

７　　本補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付けるとともに、本補助金に
　　係る全ての関係書類は、５年間保管すること。また、国の会計検査院及び本市が行う実
　　地調査に協力すること。

　相模原市貨物運送事業者低燃費タイヤ導入支援補助金の交付申請にあたり、下記の内容に
ついて確認・同意し、申請者等（※1）が暴力団員に該当しないこと及び市税の滞納がない
ことを誓約します。

８　　実施した補助事業について、本市からヒアリングやホームページの掲載等について
　　依頼があった場合、資料の提出等に協力すること。

（※1）代表者、役員又はその他事業に携わる者をいう。
　　　 法人の場合は、役員等氏名一覧表（第９号様式）も提出すること。

５　　相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号）第２条第２号から第５
　　号までに規定する暴力団等に該当せず、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力
　　団等が経営に関与していないこと。

６　　本補助金の申請をしたものについて、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市
　　条例第３１号）第２条第２号から第５号までに規定する暴力団等に該当するか否かを本
　　市が必要に応じて神奈川県警察本部へ照会及びその他の必要な措置を講ずること。

第８号様式（第１０条関係）

記

相　模　原　市　長　　あて

氏名又は代表者氏名

事業者名（法人名又は屋号・商号）

誓約書及び同意書

令和

年

日

□

【市担当課処理欄】

確認方法 確認者

年 月

生年月日 日月

※代表者氏名を自署する場合は押印不要です。

役職名（法人の場合のみ記入）

所在地（法人は本社、個人事業者は現住所地）

□□ 大正 昭和 □ 平成


